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Ｂ 町教育委員会から学校へ通知・依頼し、行

っていること １４～１６ 
 

 

 

 

≪シートの見方≫ 

一覧表「伊奈町教育委員会及び各小・中学校の取組」の目的と報告書の目的は同じに

なり、文字色を黒で示している。また、文字色が白の場合は、その方策の目的となっ

ていないことを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

≪報告書の記号について≫ 

●：実践内容   ○：留意事項   ★：実践による効果   ☆：今後に向けて

Ⅱ 伊奈町教育委員会及び各小・中学校の取組 
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14 学校閉庁日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★  

★  

実践内容・留意事項 

実践による効果 

★ 休暇の積極的な取得を促すことができ、特に管理職における休暇が取得しやすくなった。 

★ 部活動や会議、研修等がなく、「休暇をとる日」という認識が高まった。 

★ 長期休業中でも、研修や会議等の行える日が限られたことで、精選につながった。 

★ 夏季や冬季の省エネルギー対策の効果がみられた。 

☆ 休みやすくするためには、閉庁日の日数を増やすだけでなく、合わせて業務量を削減す

ることが必要であり、今後も課題である。 

夏季休業中等の学校閉庁について 

 

伊奈町では、教職員の働き方改革の一環で、 

毎年８月１１日～１６日、１１月１４日、１２月

２８日、１月４日を、伊奈町立小・中学校を閉庁い

たします。 

学校閉庁日は、日直等を置かずに、学校として

対外的な業務を行わない日となりますので、皆様

の御理解と御協力をお願いします。 

※事故や災害等、緊急時の連絡は、教育委員会へ

お願いいたします。 

必要に応じて教育委員会から学校長へ連絡が入

ります。 

※部活動等についても、この期間は原則として行

いません。 

◎広報いな ７月号に掲載 
◎各町内小・中学校 学校だより７月
号に掲載 

● 夏季休業中（８/１１～１６）、県民の日（１１/１４）、冬季休業中（１２/２８・ 

１/４）の 9日間は、学校を閉庁する。（平成 29・30 年度は、3 日間） 

● 学校閉庁日は、日直等を置かず、学校として対外的な業務を行わない日とし、緊急時の

連絡は教育委員会へするよう案内する。（当日は留守番電話対応） 

○ 閉庁日の過ごし方について、学校内で教職員の共通理解のため、協議をすることが重要

である。 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 [5]組織体制構築 

 実践内容・留意事項 
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15 学校課題研究の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★  

★  

実践内容・留意事項 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 [5]組織体制構築 

実践による効果 

● 町教委委嘱における学校課題研究発表を３年ごとから４年ごとへ変更した。 

● 前半２年間を自主研究期間、後半２年間を委嘱期間とし、自主研究期間を 1 年間多くした。 

○ 研修を充実させるための措置のため、見通しをもって自主研究期間の取組ができるよう、 

支援を行うことが必要である。 

★ 新しい研究に着手する前に、これまでの研究の検証を行ったり、定着させたりするために、

自主研究期間の１年目を使う学校が多く、それを 2 年にすることにより、研究を深めるこ

とに役立っている。また、委嘱研究とは別のテーマでの取組もより行いやすくなった。 

★ 自主研究期間の間に、教職員がそれぞれの興味・関心に応じて自主的に研鑽を深めようと

する様子が見られた。 

☆ 学校課題研究は、教員が研修する機会を与えられ、教師としての資質・能力を高める絶好

の機会であるという考え方、取組になるようにしていくことが重要である。 
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16 学校訪問（指導）の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践内容・留意事項 実践内容・留意事項 実践内容・留意事項 

● 訪問の教科等を学校の課題等に応じて、学校が選択できるようにし、主体性を重視し

た。 

● 指導力の向上を科学的に検証するため、指導案の展開部分を充実させる。 

● 指導訪問の意義や大切さについて、教育長により全体指導を行う。 

● 教職員の自主的な研究協議となるよう、ワークショップ型の分科会を実施する。 

● 小中連携や、授業力向上のため、研究授業について、町内他校から参観できる体制を整

える。 

★  

★  

実践による効果 

★ 指導訪問を授業改善のためにより活用しようとする主体的な取組の意識が高まった。 

★ 参観し合う体制を整えたことで、中学校の担当者の少ない教科や特別支援学級など、授

業参観のしにくい教科等の研究協議を行う機会が増えた。 

★ 分科会において、全教職員が自主的に協議するため、問題意識をもって取り組むことが

できた。 

☆ 教員の本来業務の中でも中心の内容であり、「なくす」「減らす」業務がある一方で、「充

実させる」内容であるという意識をさらに高めていく。 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 [5]組織体制構築 


